
令和７年度 日田市農業振興ビジョン推進委員会 

 

日 時：令和 7 年 11 月 17 日（月）10 時 00 分～ 

場 所：日田市役所 ７階 中会議室 

 

次   第 

 

 

１．開 会 

 

 

２．委員紹介 

 

 

３．委員長あいさつ 

 

 

４．議 題 

 

（１）主要事業の各施策への反映状況について 

 

（２）品目振興の令和６年度実績値について 

 

（３）重点施策の進捗状況について 

 

 

５．その他 

 

 

６．閉 会 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



日田市農業振興ビジョン推進委員会 名簿 

 

No 所属 役職 氏名 備考 

1 日田市農業委員会 会長 石井 照久 委員長 

2 日田集落営農組織連絡会 会長 原田 文利 副委員長 

3 JA おおいた西部営農経済センター 営農部長 河津 建夫  

4 大分大山町農業協同組合 理事営農部長 河津 文昭  

5 大分県酪農業協同組合 日田支所長 石井 圭介  

6 日田地域土地改良区理事長会 会長 小山 一善 欠席 

7 おおいた AFF 女性ネットワーク 日田地区代表 森  敬子 欠席 

8 大分県農業青年連絡協議会 役員 梶原 真悟  

9 日田青年農業研究会連絡協議会 会長 城間 大輔  

10 
大分県西部振興局生産流通部 

営農推進班 
課長補佐(総括) 甲斐 千代  

11 
大分県西部振興局農山村振興部 

就農・参入支援班 
主幹(総括) 中島 伸子  

12 日田市農林商工部 部長 中山 敏章  

 

●事務局 

No. 所属 役職 氏名 備考 

1 日田市農業振興課 課長 五藤 和彦  

2 日田市農業振興課政策担い手支援係 主幹(総括) 泉  弘明  

3 日田市農業振興課生産流通推進係 主幹(総括) 大坪 伸介  

4 日田市農業振興課畜産振興係 主幹(総括) 山手 秀彦  

5 日田市農業振興課基盤整備係 主幹(総括) 河津 祥人 欠席 

6 日田市農業振興課政策担い手支援係 主事 柿田 浩輔  

 



日田市農業振興ビジョン推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条  日田市農業振興ビジョン（以下「ビジョン」という。）の推進に向けて、農業者等

との連携により、日田らしい足腰の強い農業と活気ある農村社会を実現するため、日田市

農業振興ビジョン推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条  委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

⑴  ビジョンの策定又は見直しに関する事項 

⑵  ビジョンに掲げる施策及び取組みの推進状況の検証に関する事項 

⑶  その他ビジョンの推進に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条  委員会は、20 人以内の委員で組織する。 

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴  農業関係機関代表 

⑵  集落営農組織代表 

⑶  農業生産者代表 

⑷  農村女性代表 

⑸  大分県（西部振興局）代表 

⑹  日田市農業委員会及び日田市代表 

⑺  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ２ ビジョンの策定又は見直しに伴う改訂を行う場合は、策定又は見直し年度及びその前

年度に限り委員の任期は、１年以内とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

 

 



（会議） 

第６条  委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、会議の議長となる。

ただし、委員の委嘱又は任命後最初に招集される会議は、市長が招集する。 

２  会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

３  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

 

  （関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要に応じて、委員会に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

 

  （部会） 

第８条 委員長は、第２条各号に掲げる所掌事務について、より専門的な事務を調査審議す

る必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は、委員長が会議に諮って指名する。 

 

（庶務） 

第９条  委員会の庶務は、農林商工部農業振興課において処理する。 

 

（委任） 

第 10 条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に

諮って定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成３０年３月１９日より施行する。 

  この要綱は、令和２年１０月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


